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◎ご用意していただくもの 

 

 

□ 通学帽子（黄色・校章入）・・・毎日着用して登下校しますので必ずご用意願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 体操帽子（青白帽）・・・体育の授業で使いますので必ずご用意願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□体操服…指定のものがありますが、前の学校でお使いのものがあれば、当分の間それをお使い

いただいてけっこうです。 

なお、胸にゼッケン（白い布）をつけてください。（右図） 

 

 

 

 

 

 

 

   ゼッケンは、タテ 15ｃｍヨコ 20ｃｍ程度 

 

 

転入学にあたって 

 

１－１ 

なまえ 
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□上ぐつ・体育館シューズ…指定はありませんので、前の学校でお使いのものがあればそれをお使

いください。体育館シューズは体育館の床の保護のため上ぐつとは別

にご用意願います。区別するために体育館シューズには「☆」と書い

てください。 

 

        上ぐつ            体育館シューズ 

  

 

 

 

 

 

 

 □体操服袋、体育館シューズ袋、上ぐつ袋 

 

 □ランチョンマット（ナフキン）…給食の時間に机の上に敷き、使用します。 

    40×30cm くらいの布や、大判のハンカチでもかまいません。 

 

 □マスク…給食の時間に使用します。常時ランドセル等の中に入れておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

児童の持ち物（袋、衣類、靴も含む）には、すべて名前を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通学帽子・体操帽子・体操服・上ぐつ・体育館シューズは 

「富士サービス」（茨木市永代町 5-116 ソシオいばらき

内） 

にて購入できます。 
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◎入学までに手続きをしていただくこと 

 

◆学校集金の口座振替手続きについて 

本校では、学校徴収金（教材費、校外活動費等）・ＰＴＡ会費等の納入について、北おおさか信

用金庫茨木東支店での口座振替制度をご利用いただいております。 

お手数ですが、上記金融機関にて口座をご開設いただき、別添の『預金口座振替依頼書』を学校

にご提出願いします。すでに北おおさか信用金庫の口座をお持ちの場合はその口座をお使いいただ

いてけっこうです。 

なお、本校にご兄姉が在学しておられて既に口座振替をされていても、お子さまごとにそれぞれ

口座振替依頼書の提出が必要となりますので、全員ご提出願います。 

 口座振替の詳しい内容については１３ぺージの「学校で必要なお金について」をごらんください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆茨木市学校給食申込書の提出 

 茨木市では学校給食費は、茨木市が徴収いたします。学校での集金は行ないませんのでご注意く

ださい。 

それに伴いまして、別添の「茨木市学校給食申込書」（4 枚複写）の提出をお願いしております。 

学校給食についての詳しい内容は、別添の『学校給食の申込みと給食費に関するお知らせ』及び

本冊子の教育委員会からのお知らせの「給食について」にてご確認ください。 

 

  

北おおさか信用金庫 茨木東支店 
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預金口座振替依頼書（学校集金用）記入例 

 

＜記入の際の注意＞ 

 ・学年をご記入ください。組、生徒・児童番号は記入していただく必要はありません。 

 ・預金者の欄には口座名義人の内容をご記入ください。 

  引き落とす口座は、保護者様名義でもお子様名義でもかまいません。 

 ・金融機関お届け印の欄は、引き落とす口座のお届け印を押印してください。（2 枚目 

にも押印が必要です。） 

 ・生徒・児童名の欄にはお子さまのお名前をご記入ください。 

 ・引き落とす口座の支店名・口座番号をご記入ください。 

 ・店舗コードは記入していただく必要はありません。 
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◎学校（担任）に提出していただく書類 

  

◎『家庭環境調査書』 

ご家庭の状況や緊急連絡先などについて書いていただく書類です。 

お子さまひとりにつき１部ご提出ください。 

卒業まで使用しますので、変更の可能性のある箇所は鉛筆でご記入ください。 

 

 ◎『健康調査票』 

お子さまの日々の健康安全や定期健康診断の際に活用します。 

お子さまのかかりつけの病院などについてご記入ください。 

お子さまひとりにつき１部ご提出ください。 

 

 ◎『児童の肖像の使用について（確認書）』 

本校が公開するホームページなどに、お子さまの写っている画像を使わせて頂く場合があ

りますので、そのご承諾の有無を確認させていただく書類です。 

お子さまひとりにつき１部ご提出ください。 

（春休み中の転入の方は、年度当初に担任よりお渡ししますので必要ありません） 

 

 ◎『食物アレルギー調査票』 

    お子さまのアレルギーの有無等についてご記入ください。 

 

 ◎『緊急時児童引渡しカード』 

緊急時（災害発生時等）にお迎えに来られる方のご記入をお願いします。 

 

 ◎『日本スポーツ振興センター「災害共済給付」加入同意書』 

    学校の管理下における児童の災害に対して給付を行う制度への加入同意書です。 

    ご記入いただき、切り取り線より下をご提出ください。 

 

◎教科書について 

以前の学校でお使いの分と異なる教科書のみ無償給与されます。同じ教科書はそのまま使

用していただきます。本校で使用している教科書は１２ページの「教科書について」をご

らんください。 

◎登下校について 

集団登校は行っておりませんので、８ページの通学路図または「大池小ＰＴＡなび」巻末

の大池小学校区マップに記された通学路を通って登下校してください。 

◎名札について 

２年生以上は名札を学校内でのみ着用します。 

１年生は回転式の名札を着用します。（入学式で配布しています） 

どちらも担任にお申し込みください。 
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スクールガイド  

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標 「よく考え みんなでのびよう 心豊かに たくましく」 

 

 

人間尊重の精神を基盤として、一人ひとりの幸せを願いつつ、心身ともに健康でたくましく、しか

も豊かな人間性を備えた主体的な社会人の育成をめざして、基礎教育の徹底に努める。 

 

・よく考える子どもの育成 

・協力する子どもの育成 

・心のやさしい子どもの育成 

・がんばる子どもの育成 

 

 

 

 

 

◎学校の沿革 

昭和 39(1964)年 4月 1日 茨木市立茨木小学校に、大池小学校 茨木分教場として開校。    

(但し、第１学年から第３学年) 

昭和 40(1965)年 4月 25日  大池小学校開校式を挙行、この日を本校創立記念日とする。 

昭和 41(1966)年 7月 13日 プール竣工式。 

昭和 42(1967)年 10月 29日 大池小学校校旗制作。 

昭和 43(1968)年 10月 12日 体育館竣工式。 

昭和 43(1968)年 11月 10日 校歌発表会(作詞竹中郁、作曲中田喜直) 

昭和 59(1984)年 10月 21日 創立 20周年記念式典挙行。 

平成 6(1994)年 10月 22日  創立 30周年記念式典挙行。 

平成 26(2014)年 11月 29日 創立 50周年記念式典挙行。 

 

 

 

大池小学校プロフィール 
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◎校章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎校歌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大池小の大を大きく表し、

バックに池の水色をあし

らって大池を表している。 

大池小学校の歌         竹中  郁 作詞 

中田 喜直 作曲 

  

一
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い
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ぱ
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光
と
風
と
は   

よ
り
そ
う
よ
う
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三
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学
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通学路は下図のとおりです。 

自宅から近くの通学路に入って登下校してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通学路図 
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・こちらの教室配置は令和３年度（202１年度）の配置です。 

（次年度のクラス状況に応じて変更いたします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室配置図 



- 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 月・火・水・木・金曜日 

モジュール実施日（火・水・金） 

木曜日 

（委員会・クラブ活動がある時） 

予鈴 8：25 8：25 

朝会/学級活動  8：30 ～  8：40  8：30 ～  8：40 

1 時間目  8：45 ～  9：30  8：45 ～  9：30 

2 時間目  9：35 ～ 10：20  9：35 ～ 10：20 

休み時間 10：20 ～ 10：35 10：20 ～ 10：35 

3 時間目 10：40 ～ 11：25 10：40 ～ 11：25 

4 時間目 11：30 ～ 12：15 11：30 ～ 12：15 

給食 12：15 ～ 13：00 12：15 ～ 13：00 

清掃 13：00 ～ 13：15 13：00 ～ 13：15 

フリータイム 

（モジュール学習） 

13：15 ～ 13：45 

（13：20 ～ 13：35） 

 

13：15 ～ 13：35 

昼休み 13：35 ～ 13：45 

5 時間目 

（水曜日） 

13：50 ～ 14：35 

（5 時間目まで） 

13：40 ～ 14：25 

6 時間目 14：40 ～ 15：25 14：40 ～ 15：25 

下校 

（水曜日） 

16：30 

（15：30） 

16：30 

 

 

・こちらの日課表は令和３年度（202１年度）予定です。（変更になる場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日課表 
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4 月 

 

入学式 始業式 離任式 

創立記念日 参観懇談会 

身体二測定 内科検診 

視力・聴力検査 心臓検診 

尿・ぎょう虫検査 

芸術鑑賞会 

10 月 

 

連合運動会（6 年生） 

校外学習 

バイキング給食（6 年生） 

参観懇談会 

避難訓練（火災） 

 

5 月 

校外学習 家庭訪問 修学旅行 

歯科検診 眼科検診 

各種検診（4 月未実施分） 

避難訓練（不審者対応） 

11 月 

 

校内音楽会 

連合音楽会 

6 月 

 

土曜参観 引き渡し訓練 

PTA 総会  

耳鼻科検診  

プール開き 

 

12 月 

 

交通安全教室 

個人懇談 

大掃除 

終業式 

7 月 

個人懇談 

大掃除 

集団下校訓練 

終業式 

水泳指導 

 

1 月 

 

始業式 

遊びの国 

避難訓練（地震） 

給食週間 身体二測定 

8 月 

 

水泳指導 

始業式 短縮授業 

連合水泳大会（6 年生） 

 

2 月 

 

入学説明会 

新 1 年生体験入学 

参観懇談会 

6 年生を送る会 

9 月 

自然宿泊体験（5 年生） 

身体二測定 

プールじまい 

運動会 

 

3 月 

 

大掃除 

PTA 総会 

卒業式 修了式 

 

 

・この行事予定は、令和元年度（２０１９年度）のものです。 

・令和４年度（２０２２年度）につきましては、新型コロナウイルス対応のために行事や日程を変

更する場合があります。 

年間行事予定 
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教科書は無償（費用は国が負担）です。ただし、再給付はされません。紛失等された場合は購入

していただくこととなります。２学年以上にわたって使用する教科書は特にご注意ください。（詳

しくは下表をごらんください。） 使用する教科書は茨木市内同一です。 

 転出の場合、市内の学校へ転出される場合はそのままお使いいただくこととなります。他市へ転

出される場合は、新しい学校で使っている教科書のうち、茨木市と異なる教科書のみ無償給付され

ます。 

教科書以外にも、「わたしたちの茨木」（３・４年生）や、体育の副読本なども使います。 

 

教科 発行者 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 

国語 東京書籍 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

書写 光村図書出版 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

社会 日本文教出版   ○ ○ ○ ○ 

地図 帝国書院   ○ 
3 年より

継続使用 

3 年より 

継続使用 

3 年より

継続使用 

算数 日本文教出版 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

理科 啓林館   ○ ○ ○ ○ 

生活 啓林館 ○ 
1 年より 

継続使用 
    

音楽 教育芸術社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

図画工作 開隆堂出版 ○ 
1 年より

継続使用 
○ 

3 年より

継続使用 
○ 

5 年より

継続使用 

家庭 東京書籍     ○ 
5 年より

継続使用 

保健 光文書院   ○ 
3 年より

継続使用 
○ 

5 年より

継続使用 

英語 教育出版     〇 〇 

道徳 光村図書出版 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

教科書について 
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教育活動に必要な経費として、教材費・校外活動費・ＰＴＡ会費などがあり、本校では、北おお

さか信用金庫茨木東支店での口座振替により納入をお願いしております。 

 

◎口座振替について 

振替日、振替金額等については、年度初めに詳しいプリントをお配りしますのでそちらでご確認

ください。 

 残高不足等で振替ができなかった場合は、原則、保護者の方より振込にてお納めいだくこととな

りますので、振替ができますようご協力をお願いします。 

 

◎学校で必要なお金の内訳について 

学校で必要なお金を本校では『学校徴収金（学年費）』といっております。 

学校徴収金の内訳は、教材費・校外活動費・日本スポーツ振興センター掛金・芸術鑑賞費・予備

費となっております。 

 

 

 

◎修学旅行・卒業アルバム費用 

 6 年生に実施される修学旅行の費用は学校で集金しています。卒業アルバムについては、業者と

学校で契約を交わさせていただき、学校では徴収せずに保護者の方から直接業者へ納入いただく形

をとっております。どちらも該当学年になった際に、詳しくお知らせさせていただきます。 

 

◎学校給食費 

 学校給食にかかる費用のうち、食材費は保護者の負担となります。平成 28 年度より学校では給

食費を徴収せずに、茨木市が徴収します。詳しくは「学校給食の申込みと給食費に関するお知らせ」

にてご確認ください。 

 

◎ＰＴＡ会費 

 ＰＴＡ会員１名につき月額 150 円です。（一人親家庭の場合は１口となります。） 

本校に在学する一番年上のお子さまから、年１回６月に１年分を振替いたします。 

  ex.父母の場合・・・２口×１５０円×１２月＝３,６００円 

 

　観劇・音楽鑑賞費

　上記教育活動予備費

　教材費

　校外活動費

　日本スポーツ振興センター掛金

　芸術鑑賞費

　予備費

費目 使途

　テスト・ドリル・実習代等

　校外活動交通費・入館料等

　災害共済給付制度の掛金

学校で必要なお金について 
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□健康について 

・手洗い、マスクの着用の習慣をつけておいてください。（感染症対策の基本になります） 

・からだのようすをよく見てください。毎朝、検温と体調について記入する健康観察カー 

 ドがあります。必ずご記入をお願いします。（感染症対策のため） 

・洗面、歯みがきの習慣をつけておいてください。 

・早寝早起きなどの規則正しい生活習慣をつけておいてください。 

・朝食は必ず摂るようにしてください。 

・虫歯等は、できるだけ治療しておいてください。 

・給食にはいろいろな献立があります。好き嫌いせずに何でも食べられるようにしておいてく 

ださい。 

・食物アレルギーのある児童は、給食が始まるまでに担任にお知らせください。 

 

□服装について 

・学校としての制服はありません。（校章入り安全帽、名札の着用をお願いします） 

・マスクの着用（登下校時は季節やソーシャルディスタンスを確保することで着脱の調整可） 

・衣服は華美なものは避け、脱いだり着たりが自分ででき、安全に遊べるようなものを着させ

てください。 

・ハンカチ・ティッシュ等入れられるポケットのついている服が便利です。 

・下着、くつ下など、全ての持ち物に、名前をご記入ください。 

 （落とし物が多く、自分でわからない時が多々あります） 

 

□朝の健康観察 

・検温をする。（熱がなくても体調が悪い時は無理をさせないでください） 

・機嫌よく起きたか。元気はあるか。（顔色や表情など） 

・食欲はあるか。 

・排便はすませたか。（下痢や便秘はしていないか） 

・つめは短く切っているか。  

・忘れ物はないか。（ハンカチ・ティッシュなど） 

・着衣の枚数は適当か。（気温や体調にあった服装か） 

 

 

 

 

 

 

 

学校より 
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◎保健室の利用について 

 

〈学校で病気になったとき〉 

① 保健室で話を聞き、体温・脈拍・顔色・睡眠・排便・前日のようすなどから、症状の程度や要

因を判断します。 

② 教室での授業が可能な場合は、教室で担任が経過を観察します。 

③ ②以外の場合は、しばらく保健室で休養し経過を観察しますが、発熱や回復しない場合は保護

者の方に連絡をとり、迎えに来ていただきます。 

 

※保健室では内服薬の投与はおこないません。 

 

〈学校でけがをしたとき〉 

保健室で応急手当をおこないます。 

 

早期に医療機関の受診が必要な場合は、保護者の方に連絡をとり、受診します。健康調査票にご記

入いただいている医療機関を優先します。保護者の方にも来ていただくようにしています。 

 

状況や程度によっては保護者の方に連絡をしますので、家庭で経過を観察してください。 

 

※保健室では応急手当はしますが、治療を目的としているところではありませんので継続的な手当

はおこなえません。 

※学校でのケガや病気の場合、緊急に保護者に連絡をとり、迎えに来ていただいたり、病院に同行

していただいたりすることがあります。学校は、転入学時に提出いただきました｢健康調査票｣をも

とに連絡します。｢健康調査票｣に記入いただいた内容に、変更があった場合は、必ず担任にご連絡

いただきますとともに、当日、長時間外出予定のときは、お子さんに知らせておいてください。 

 

〈その他〉 

・着替え（下着など）は保健室に用意しています。 

・お子さんの健康面で何か気になることがありましたら、気軽に保健室にご連絡ください。いっし 

ょに考えていきたいと思います。 
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◎学校伝染病のために休む場合 

    学校には、学校保健安全法により『学校において予防すべき伝染病』として定められた病

気があります。それらの病気にかかって学校を休むときは『出席停止』となり、欠席のあ

つかいにはなりません。 

    お医者さんから『学校伝染病』と診断された場合は、担任までご連絡ください。 

 

 主な出席停止の病気とその期間 

※お医者さんに登校してもよいと言われるまで休んでください。 

 ※『登校届』をお渡ししますので、登校のときに担任まで提出をお願いします。 

※特に診断書や治ゆ証明書等の提出は必要ありません。 

 

◎忌引きになる場合 

お子さんとの続柄 忌引きになる日数 

父母 7 日以内 

兄弟姉妹 3 日以内 

祖父母 3 日以内 

その他の親族 1 日 

忌引きの場合は、欠席のあつかいにはなりません。 

◎保護者の方へお願い 

欠席の場合は、連絡帳で欠席理由をお知らせください。 

連絡帳は、兄弟姉妹や近所の友だちにことづけてください。 

電話での連絡は、緊急時のみにしてくださるようお願いします。 

病名 出席停止期間 

流行性感冒（インフルエンザ） 発症した後 5 日を経過し、かつ解熱した後 2 日を経過するまで 

百日咳 特有の咳が消失するまで、または 5 日間の適正な抗菌約療法が終

了するまで 

麻疹（はしか） 解熱した後 3 日経過するまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺または舌下腺の膨脹が始まった後 5 日を経過し、

かつ、全身状態が良好となるまで 

風疹（3 日はしか） 発疹が消失するまで 

水痘（水ぼうそう） すべての発疹がかさぶたになるまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 症状消失後 2 日を経過するまで 

流行性角結膜炎（はやり目） 治癒するまで 

溶連菌感染症 症状が消失するまで 

その他の伝染病 

マイコプラズマ肺炎、感染性胃

腸炎。手足口病など 

医師が認めた期間 

特別な事情で学校を休むとき 
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 本校では、突発的な事象が発生したときや重要な連絡事項があるときに携帯電話やパソコンへの

メールによる情報配信を行っております。 

 

１．配信情報の内容について 

○突発的な事象が発生したとき（台風や自然災害で休校するような場合、運動会などの学校行事

の日程が変更になった場合、児童に危険の及ぶおそれがある場合、など） 

○特に重要な連絡事項があるとき（プリントも併用してお知らせいたしますが、速報として情報

をメールにて配信いたします） 

○学校行事やＰＴＡ行事があるとき（修学旅行などの行事に伴ってお知らせすべき内容がある場

合） 

○学校集金の案内について 

○そのほか、配信の必要があると判断したとき 

 

２．メール受信登録について 

○メール受信登録に関してはご希望者だけです。手続きに従ってメール受信登録をされた方にの

みに配信されます。なお、携帯電話等で受信される場合、通信にかかるパケット代金は受信さ

れる方の負担になります。メール受信登録は無料です。 

○メール受信登録は電子メールが送受信のできる携帯電話あるいはパソコンの電子メールを利

用して行ってください。携帯電話では、迷惑メールフィルターなどの設定により、受信許可設

定を行わないとメールを受信しない場合があります。事前にドメイン<@hanshin-anshin.jp>

からのメールを受信することを許可(ドメインによる受信許可)するように設定変更をお願い

します。詳しくは、お使いの携帯電話会社にお問い合せください。 

○このメール配信サービスは学校側から情報提供する一方通行です。送信元のメールアドレスに

返信しても何もおこりません。お問い合わせがある場合は、直接電話等で、学校宛にお問合

せください。 

 

 

 

■メール受信登録の仕方 

同封しております、案内用紙「サービスのご案内」をご覧いただき、WEB サイトから登録を

お願いします。ご不明な点等ありましたら、案内用紙裏面に記載の番号にお問合せください。 

 

 

 

 

メールによる情報配信について 


